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■要 旨■ 

日本銀行では、現在、企業物価指数の基準改定（現行の 2020年基準指数から

2025年基準指数への移行）に向けた作業を進めています。過去の基準改定では、

調査対象商品の拡充や価格調査方法の改善を通じて、指数精度の向上を実現し

てきました。今回の基準改定においても、近年の経済・産業構造や統計作成に関

わる環境の変化に対応して見直すべき点がないかを丹念に点検し、指数精度向

上と調査先負担の軽減に向けた検討を進めてまいります。また、指数名称や参考

指数の見直しについても取り組む方針です。今般、基準改定の基本方針が固まり

ましたので、これを公表し、広く皆様のご意見を募集することとします。 

つきましては、以下の基本方針をご一読のうえ、ご意見・ご提案がありました

ら、2026年 8月 28日（金）までに、下記までお寄せいただきますようお願いい

たします。日本銀行では、いただいたご意見などを踏まえて改定の最終案を作成

し、公表したいと考えております。なお、最終案を公表する際には、皆様からい

ただいたご意見などもご紹介する予定ですので、匿名をご希望の方は、ご意見な

どをお寄せいただく際にその旨をお書き添えください。 

 

日本銀行 調査統計局 物価統計課 

① 郵送：〒103-8660 東京都中央区日本橋本石町２－１－１ 

② 電子メール：post.rsd3@boj.or.jp 

（件名：「企業物価指数の基準改定に関する件」） 
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１．はじめに 

日本銀行は、企業間で取引される財（モノ）を対象とした物価指数として、企

業物価指数（CGPI：Corporate Goods Price Index）を作成・公表しています1。CGPI

では、5年ごとに実施する基準改定において、指数基準年（指数水準を 100とす

る年）の更新、総平均の内訳項目（公表指数の最小単位である品目やそれらを集

計したもの）のウエイト更新、品目の改廃（品目の新設、廃止、分割、統合など）

に加え、調査対象商品の見直しや価格調査方法の改善などを行っています2。 

本稿では、CGPI・2025年基準改定の基本的な方針と、その背景にある考え方

についてお示しします。今回の基準改定では、調査対象の範囲や、国内企業物価

指数（PPI：Producer Price Index）、輸出物価指数（EPI：Export Price Index）、輸入

物価指数（IPI：Import Price Index）から構成される基本分類指数の体系について、

原則として現行の 2020年基準を踏襲します（図表 1）。そのうえで、指数基準年

を 2020 年から 2025 年に変更しつつ、価格調査の継続性確保などの観点から品

目の改廃を行うほか、2025 年の取引額の推計値に基づくウエイトの更新を実施

します。加えて、以下の 3つのポイントについて重点的に取り組む方針です（図

表 2）。 

第一のポイントは、経済・産業構造の変化への対応です。今回の基準改定では、

人工知能（AI）関連財の需要増加、農林水産物・食品の輸出拡大、環境や経済・

社会の持続可能性（サステナビリティ）に関連する財の需要増加、地政学リスク

の高まりや経済安全保障の強化に伴うサプライチェーンの変化、の 4 点に注目

します。基準改定に際しては、これらの変化を的確に指数に反映するため、関連

する財を取り込むほか、必要に応じて調査価格の見直しを行っていきます3。 

第二のポイントは、調査先負担の軽減と指数精度の向上の両立に向けた取り

組みです。わが国では国内生産の寡占化が長期的に進行しているなか、調査対象

となり得る企業・事業所数の減少が続いています。こうしたなか、調査先企業か

らは、価格調査への協力が難しくなっているとの声が寄せられています。そこで

今回の基準改定では、EPIおよび IPIにおける品目採用基準の目安を引き上げる

 

1 このほか日本銀行は、企業間で取引されるサービスを対象とした「企業向けサービス価格

指数（SPPI：Services Producer Price Index）」を作成・公表しています。また、財とサービス

を統合し、需要段階別に区分した「最終需要・中間需要物価指数（FD-ID指数：Final Demand-

Intermediate Demand price indexes）」をサテライト指数として作成・公表しています。 

2 「指数の基準時に関する統計基準」（平成 22年 3月 31日総務省告示第 112号）では、「指

数の基準時は、五年ごとに更新することとし、西暦年数の末尾が０又は５である年とする。」

とされています。 

3 CGPI では、調査先企業から聴取する価格情報を「調査価格」と呼び、それらの価格情報

を集計して作成・公表している指数の最小単位を「品目」と呼んでいます。 
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ことで、取引額が小さく、採用基準を満たさない品目の統合や廃止を検討します。

これにより、調査先企業の負担感を軽減しつつ、調査継続性の確保を図ります。

また、調査先企業の事務負担を軽減するため、外部データの一層の活用やオンラ

イン調査の推進に取り組む方針です。他方、調査先負担の増加を伴わない指数精

度向上に向けた取り組みとして、品質調整のためのヘドニック法の適用拡大や

見直しを行います。さらに、近年の物価動向を踏まえて、現在採用している欠測

価格の補完方法について点検し、より精度の高い方法が確認できた場合には、現

行の 2020年基準中から導入する予定です。 

第三のポイントは、指数名称や参考指数の見直しです。今回の基準改定では、

PPI の日本語訳として「生産者物価指数」が定着してきたことや、PPI の調査価

格における生産者段階の比率が 95％に達していることを踏まえ、PPI の日本語

名称を「国内企業物価指数」から「生産者物価指数」に変更することを検討しま

す。参考指数については、「投資財指数」の作成・公表の取り止めを検討する一

方、現行基準では乗用車のみを対象に作成・公表している北米向け、除北米向け

指数について、新たな財を対象とした指数の作成・公表を開始する方針です。 

以下では、今回の 2025年基準改定について、経済・産業構造の変化への対応

（第 2節）、調査先負担の軽減と指数精度向上の両立に向けた取り組み（第 3節）、

指数名称や参考指数の見直し（第 4節）、品目分類編成およびウエイト算定（第

5節）、の順にご説明します。 

２．経済・産業構造の変化への対応 

２－１．近年の経済・産業構造の変化の特徴点 

基準改定にあたって、近年のわが国経済・産業構造の変化を振り返ると、人口

減少・高齢化に伴う人手不足感や財の内需の頭打ち感があるもとで、労働生産性

の向上や海外需要の取り込みを行う必要性が一段と高まっています（図表 3）。

また、サステナビリティの推進や、地政学リスクの高まりへの対応、経済安全保

障の強化など、外部環境の変化に対する取り組みも求められています。今回の基

準改定では、わが国がこれらの課題に対応する過程で生じている以下の 4 つの

経済・産業構造の変化に注目します（図表 4）。 

第一に、わが国企業による労働生産性向上の取り組みとして、従来から情報通

信技術の高度化やデジタル化を通じた省力化投資が広範に行われてきており、

近年では生成 AI を活用する動きが急速に拡大しています。生成 AI は、受け取

った入力から、文章や画像など様々なコンテンツを自律的に生成する AI技術の

総称とされています。資料作成やデータ収集・分析、ソフトウェア開発といった
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スキル労働で恩恵が大きいとされることから、多くの企業でこれを活用し、業務

効率や競争力の向上を図る動きがみられています4。また、生成 AIに限らず、よ

り広範なAI技術は従来型のロボットや機械制御による自動化技術との相性が良

いとされ、これまで産業用ロボットなどの導入を進めてきたわが国製造業にお

いては一層の効率化に貢献することも期待されています。こうした背景から、AI

に関連する財の国内需要が大きく増加しています。AI の活用機運はグローバル

にも高まっており、日系企業が強みをもつ AI関連財の輸出増加を通じて、外需

の取り込みにもつながっています。 

第二に、近年、政府は海外需要を取り込むための戦略として、今後の成長余地

が大きいと考えられる農林水産物・食品の輸出拡大に取り組んでいます。2025年

4月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」では、農林水産業・食品産

業の「海外から稼ぐ力」を強化する方針が示されており、「2030 年までの農林水

産物・食品の輸出額 5兆円」が目標として掲げられています。その目標達成に向

けて、2025年 5月に改訂された「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」では、

海外で評価される強みを有するとともに輸出拡大の余地が大きく、輸出促進活

動が効果的な 31 の農林水産物・食品が輸出重点品目として設定されています。 

第三に、わが国ではサステナビリティの推進が着実に進んでいます。エネルギ

ーの安定供給・経済成長・温室効果ガス排出削減の同時実現を目指すグリーン・

トランスフォーメーション（GX）の実現に向けた政府の取り組みとして、二酸

化炭素の排出量取引の制度化や、資源循環の強化、GX分野への財政支援の整備

などが進められています。この間、企業にとってもサステナビリティに対応する

重要性が高まっています。各企業は、自動車排出ガス規制といった各種規制への

受動的な対応だけでなく、顧客に対する企業イメージ向上などの観点から、温室

効果ガスの排出削減などに能動的に取り組んでいます。この結果、温室効果ガス

の排出量を実質的にゼロにするカーボンニュートラルや自動車の電動化などに

関連する幅広い財の需要が増加しています。 

第四として、近年のロシアのウクライナ侵攻をはじめとする地政学リスクイ

ベントは、グローバルな不確実性の高まりにつながり、各国の経済安全保障に対

 

4 大高・加藤（2025）は、AIを、環境を認識して知的に振る舞う機械やソフトウェア、アル

ゴリズムの総称としての広い定義と、受け取った入力から予測やコンテンツ、推奨事項、意

思決定などの出力を生成する機械的なシステムという狭い定義に区分しています。そのう

えで、AI によって影響を受けるタスクの範囲を整理し、わが国特有の構造的背景を踏まえ

ながら、AI 活用を考えるにあたっての今後の課題について論じています。詳細は以下の日

銀レビューをご参照ください。 

大高一樹・加藤直也「AI 導入が生産性に与える影響：概念整理と国際比較」、日銀レビュー、

2025-J-10、2025年 9 月． 
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する意識を高めることとなりました。こうした地政学リスクの高まりを経て、わ

が国の製造業では、不確実性に備えるためにサプライチェーンの見直しが行わ

れているほか、政府による経済安全保障の強化に向けた取り組みも進められて

います5。 

２－２．新たな財の取り込み 

 基準改定では、わが国の経済・産業構造の変化を受けて市場規模が一定水準ま

で拡大した、あるいは先行きの市場拡大の可能性が高い財について、その価格動

向を物価指数に取り込みます。今回の基準改定では、2-1節で述べた経済・産業

構造の変化のうち、AI 関連財の需要増加、農林水産物・食品の輸出拡大、サス

テナビリティに関連する財の需要増加、の 3 点に着目し、新たな品目の採用や

既存品目における調査価格の見直しを行うことで、取り込みを図っていく方針

です（図表 5）。 

（１）AI関連財 

AIの活用ニーズの高まりを受けて、AIの運用に欠かせない高性能な計算環境

を備えたデータセンターへの投資がグローバルにみて大きく伸長しているなか、

わが国でも全国各地にAI向けのデータセンターを建設する動きがみられていま

す。AI 向けデータセンター投資は、主に半導体・サーバ関連と、電力・通信な

どのインフラ・付帯設備関連で構成されます（図表 6）6。サーバ関連では、膨大

な演算処理に対応した高性能な半導体への需要が増加しており、わが国ではそ

の多くを海外から調達しています。これを踏まえて、大量の計算を高速処理する

ことに優れた 10nm 以下のロジック半導体の輸入価格について、IPI「モス型ロ

ジック集積回路」の調査価格として新たに取り込みを図ります（図表 7）。 

一方で、半導体製造装置の分野では、日米欧の大手企業が工程毎にシェアを分

け合っており、日系企業は前工程の一部や後工程において高いグローバルシェ

アを有しています。また、先端半導体に求められる高品質・高純度の製品製造に

おいても日系企業は強みを持ちます。実際に、半導体製造装置やその関連部品、

サーバ向け電子部品などの財については、わが国からの輸出が増加しています。

そこで、EPI「半導体製造装置（除フラットパネルディスプレイ製造装置）」にお

いて、高性能な半導体の製造装置を新たな調査価格として取り込みます。加えて、

 

5 このほか、新型コロナウイルス感染症の影響で生じた調達・生産を巡る混乱も、わが国製

造業がサプライチェーンを見直すきっかけの一つになったと考えられます。 

6 世界貿易機関（WTO）“World Trade Report 2025: Making trade and AI work together to the benefit 

of all”では、半導体チップやサーバといった計算機器、通信ケーブル、通信機器、原材料な

どの財が「AI関連財（AI-enabling products）」として紹介されています。 
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半導体製造装置の部品であり、半導体の製造過程で不可欠な真空状態を作り出

すための「真空ポンプ」を EPIの新規品目として採用します。このほか、高速処

理や高効率な電力管理に適した電子回路基板や、電源装置の省スペース化に対

応する高密度なコンデンサについては、EPI「プリント配線板」と EPI「電子機

器用コンデンサ」において、2020年基準中から入れ替えを進めます。 

データセンターのインフラ・付帯設備関連で需要増加が想定される財につい

ても対応を検討します。例えば、国内外のデータセンターやデータセンター内の

サーバ間でネットワークを構築するうえで、高速かつ大容量、低遅延の情報通信

を可能とするケーブルの需要が増加していることを踏まえ、「光ファイバケーブ

ル」を PPIの新規品目として採用する方針です7,8。 

データセンター投資以外にも AIに関連する財として、工作機械やロボットの

動作をプログラミングされた数値データに基づいて自動制御する数値制御装置

への関心が高まっています。AIによって工作機械などを自律的に制御する技術、

いわゆるフィジカル AIとの組み合わせによって、より高度に自動化した生産プ

ロセスの実現が期待されています。これに対応するため、PPI「電子応用装置」

において、数値制御装置を調査価格として取り込みます9。 

（２）輸出向けの農林水産物・食品 

政府の輸出戦略などを受けて、わが国の農林水産物・食品の輸出額が大きく伸

長しており、2025 年には 1.7兆円と過去最高を更新しました（図表 8）10。 

今回の基準改定では、輸出が拡大傾向にあり、先行きも伸長が見込まれる農林

水産物・食品の輸出価格を新たに取り込みます（図表 9）。具体的には、EPIに新

たな類別「食料」を設定したうえで、政府によって輸出重点品目に指定されてい

る農林水産物・食品のうち、現時点で輸出額が大きい「牛肉」や「調味料」、「緑

 

7  国家安全保障の強化や自然災害リスクの分散を企図した通信経路の複線化が進められて

いることも、光ファイバケーブルへの需要を一段と押し上げています。例えば、総務省「国

際海底ケーブルを巡る現状と課題」によると、わが国の国際通信の約 99％を占める海底ケ

ーブルの複線化に向けて、陸揚拠点の分散立地の推進や支線の整備に対する支援が実施さ

れています。 

8 インフラ・付帯設備関連では、データセンター向けの電力需要が旺盛な国・地域において

ガスタービンの需要も増加しています。本製品の日本からの輸出価格については、EPI「タ

ービン」において既に調査をしています。 

9 2025年基準では、PPIの商品群「電子応用装置」に含まれている既存品目を統合し、対象

範囲を拡大した品目「電子応用装置」を設定する予定です。 

10 農林水産省「令和 7 年（2025 年）農林水産物・食品の輸出額」では、農林水産物・食品

の輸出額増加の背景として、日本食への関心の高まりやインバウンドによる日本食の認知

度向上などが紹介されています。 
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茶」、「清涼飲料」、「ウイスキー」、「清酒」を新規品目として採用します11。 

（３）サステナビリティに関連する財 

カーボンニュートラルの実現に向けては、再生可能エネルギーの固定価格買

取制度などの政府支援のもと、再生可能エネルギー源の一つであるバイオマス

発電燃料を使用する発電所が多く建設されました（図表 10）12。これを受けて、

代表的なバイオマス発電燃料である「木質ペレット」および「ヤシ殻」を IPIの

新規品目として採用します。また、再生可能エネルギーの導入が進むなか、電力

の需給バランスの調整役として需要が増加している蓄電池について、PPI「アル

カリ・リチウムイオン蓄電池」の調査価格として取り込む方針です13。このほか、

植物などの再生可能な有機資源に由来するバイオプラスチックの利用も拡大し

つつある点を踏まえ、これを PPI「熱硬化性樹脂」の調査価格として取り込みま

す14。 

化石燃料の消費抑制に向けては、ハイブリッド車（HEV：Hybrid Electric Vehicle）

や電気自動車（EV：Electric Vehicle）といった電動車の普及が一段と進んでいま

す（図表 11）。こうしたもと、電動車の駆動ユニットであるイーアクスルの需要

が増加していることから、PPI「電動機」の調査価格として取り込みます15。また、

自動車部品では燃費改善のために油圧式から電動式への需要シフトもみられて

います。このうち、特に需要が高まっているカーエアコン用電動コンプレッサー

 

11 CGPI の目的の一つとして、GDP の名目値から価格変動要因を除いて実質値を算出する

ためのデフレーター機能の提供があります。「食料」の輸出額を実質化する際の適切なデフ

レーターはこれまで存在しなかったため、これを新たな調査対象に追加することは、デフレ

ーター機能の向上にもつながります。なお、EPIの類別新設に伴い、IPIの類別「飲食料品・

食料用農水産物」の名称も「食料」に変更する予定です。 

12  現在、一部のバイオマス発電については再生可能エネルギーの固定価格買取制度などの

支援が停止されているものの、2025 年度以前に認定された案件については電力供給開始か

ら 20年間支援が継続されます。また、化石燃料を使用する発電所でもバイオマス発電燃料

を部分的に使用する動きがみられています。これらの点を踏まえると、当面はバイオマス発

電燃料の需要は堅調に推移すると見込まれます。なお、代表的な再生可能エネルギー源であ

る太陽光に関しては、IPI「太陽電池」において太陽光パネルの輸入価格を既に調査してい

ます。 

13  太陽光など一部の再生可能エネルギーには季節や天候、時間帯によって発電量が変動す

る特徴があるため、電力系統内では、その発電量に合わせて電力の需給バランスを調整する

必要があります。蓄電池は電気を貯蔵・放出することで、電力系統内の電力の需給バランス

調整に貢献します。 

14 バイオプラスチックを使用した製品については、PPI・EPI・IPI「プラスチックフィル

ム・シート」において既に調査をしています。 

15 イーアクスル（電動アクスル、eAxle、Electric Axle）は電動車向けに開発された、モータ

ー、インバーター、トランスミッションなどを一体化した駆動ユニットです。 
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については、PPI「カーエアコン・同部品」および EPI「カーエアコン部品」で調

査価格の見直しを実施し、2020 年基準中から入れ替えを進めます16。このほか、

電動車の中核部品であるリチウムイオン電池の原料に対する需要増加を見通し

て、「ニッケルマット」を IPI の新規品目として採用するほか、水酸化リチウム

を IPI「炭酸リチウム・水酸化リチウム」において取り込みます17,18。 

その他の環境負荷抑制に関連する財についても取り込みを検討します。排気

ガスに含まれる有害化学物質を除去するための触媒として需要が高まっている

レアメタル「ロジウム」について、IPIの新規品目として採用します19。また、新

規採掘による環境負荷の発生を避けつつ、近年の金の需要増加に対応するため、

既存の金製品や金屑を再精錬することで製造する金再生地金が注目されていま

す。そこで、金再生地金を PPI・EPI・IPI「金地金・金再生地金・金合金」にお

いて取り込みます20。このほか、蛍光灯などの水銀を使用する電球類については、

廃棄する際の水銀流出が環境汚染の原因となるため、2023 年の水俣条約締約国

会議の決定に基づいて 2026年 1月より順次製造と輸出入が規制され、2027年末

までに製造・輸出入が全面的に禁止されます。これに伴い、PPI「電球類」では、

水銀を使用しない製品への調査価格の入れ替えを進めます。 

２－３．サプライチェーンの変化に応じた調査価格の見直し 

2-1節で述べたとおり、グローバルな不確実性の高まりを受けて、わが国の製

造業では、従来の効率を重視した調達・生産体制から、不確実性への備えを高め

るサプライチェーンの構築に舵を切る動きがみられています（図表 12）。例えば、

従来は調達・販売経路の集中や、コスト削減のためのオフショアリング（生産拠

 

16 カーエアコン用電動コンプレッサーは電気によって冷媒を圧縮・循環させる部品であり、

電池などの車載機器の冷却や冷暖房に使用されます。 

17  ニッケルマットは主にインドネシアなどで採掘される鉱石から得られるニッケルの硫化

物であり、ニッケル地金や蓄電池の正極材などの原料として使用されます。蓄電池の正極材

には複数の種類がありますが、その中でコバルト、マンガン、ニッケルを主成分とする正極

材のうち、ニッケルの比率を高めたものはエネルギー密度に優れており、電動車向けの蓄電

池用途として注目されています。ニッケルの比率を高めると正極材の結晶構造の安定が損

なわれ、品質確保が難しくなりますが、水酸化リチウムはその優れた反応性によって材料を

均一に焼き固めることができ、この問題を軽減できるとされています。 

18 2025年基準では、IPIの既存品目「炭酸リチウム」を拡充し、品目「炭酸リチウム・水酸

化リチウム」を設定する予定です。 

19 ロジウムは白金を製錬する際の副産物として主に産出されます。白金、パラジウム、ロジ

ウムを組み合わせた三元触媒は自動車排気ガスに含まれる有害物質を除去する機能を持ち、

このうちロジウムは窒素酸化物を窒素と酸素に還元する役割を果たすとされています。白

金およびパラジウムの輸入価格については、IPIの品目として既に価格調査を行っています。 

20 2025年基準では、PPI・EPI・IPIの既存品目「金地金」を拡充し、品目「金地金・金再生

地金・金合金」を設定する予定です。 
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点などの海外移管・委託）、原材料在庫の適正化といった動きがみられていまし

た。これらについて、調達・販売経路の複線化やフレンド・ショアリング（信頼

できる国・地域におけるサプライチェーン構築）、リショアリング（自国回帰）、

原材料在庫の余剰確保といった見直しが進められています。政府としても、経済

安全保障の面で重要な物資の安定供給確保に取り組む民間事業者の支援や、サ

プライチェーンの強靱化を進めています。こうした取り組みを通じて、市場原理

に任せる産業政策から、重要物資の安定供給確保を制度として整える産業政策

への転換を図っています。 

今回の基準改定では、企業間取引の構造に変化がないかを丹念に点検したう

えで、有意な変化が確認された場合、あるいは今後変化が起こる蓋然性が高いと

見込まれる場合には、調査価格の入れ替えを実施する方針です21。 

３．調査先負担の軽減と指数精度向上の両立に向けた取り組み 

３－１．EPI・IPI における品目採用基準の目安の引き上げ 

2-1節で述べたとおり、わが国では人口減少・高齢化に伴う人手不足感や財の

内需の頭打ち感があるなか、生産性向上を企図した拠点集約や事業撤退によっ

て国内生産の寡占化が長期的に進行し、調査対象となり得る企業・事業所数の減

少が続いています（図表 13）。実際に、国内製造業の出荷額が増加しているもと

でも、事業所数は長期的な減少トレンドにあります。また、内閣府「令和 7年度 

年次経済財政報告」は、鉄鋼や非鉄金属、石油・石炭といった素材産業や、自動

車部品を含む自動車産業において企業の寡占化が進行していると指摘していま

す。さらに、総務省・経済産業省「経済構造実態調査」などによると、製造事業

所数が 3 以下の品目数は徐々に増加しており、個別品目単位でも寡占化の進行

が確認できます。こうしたなか、調査先企業からは、価格調査への協力が難しく

なっているとの声が多く寄せられています。 

CGPI の品目の採用に当たっては、取引額が PPI、EPI、IPI ごとに設定してい

る採用基準額を上回っていることを一つの目線にしています。この品目採用基

準額は、CGPIが対象としている全商品の取引額の合計（対象取引額）に対する

各品目の取引額が占める割合を目安として設定しています。前回の基準改定で

は、PPIの品目採用基準の目安を「対象取引額の 1万分の 1」から「同 1万分の

3」へ引き上げ、国内向け出荷額が小さく、採用基準に満たない品目の統合・廃

止を通じて、調査先企業の負担感を軽減しつつ、調査継続性の確保を図りました。 

 

21  経済安全保障関連以外にも、わが国の輸出入取引の構造変化が認められる品目について

は、調査価格の入れ替えや拡充を行う方針です。例えば、IPI「仕上用・皮膚用化粧品」では、

大韓民国からの化粧品の輸入額が増加しているため、調査価格の入れ替えを進めます。 
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今回の基準改定では、EPIと IPIの品目採用基準の目安を「対象取引額の 1万

分の 5」から「同 1万分の 8」に引き上げ、輸出入取引額が小さく、採用基準に

満たない品目の統合・廃止を検討します（図表 14）。EPI と IPI における品目採

用基準の目安の引き上げは、昭和 40年（1965年）基準改定以来となります。こ

れにより、EPIと IPIにおいても、調査先企業の負担感を軽減しつつ、調査継続

性の確保を図ります。なお、わが国の輸出入における取引額の大きな品目の調査

は継続するため、EPIや IPIのカバレッジは大きく下がることはなく、指数精度

への影響は限定的であると考えています。 

３－２．外部データの活用 

CGPIの一部の品目では、調査先企業の負担軽減を主な目的として、他機関の

統計やデータベースから得られる計数（外部データ）を調査価格として採用して

います（図表 15）。今回の基準改定においても、費用対効果や指数精度への影響

などを確認したうえで、積極的に外部データの導入を検討します。具体的には、

PPIの「シンナー」や「合成樹脂塗料」、「生石灰」、IPIの「原料炭」などの既存

品目で、調査価格の一部を外部データに切り替える方針です。また、2-2節で紹

介した新規品目候補のうち、IPIの「木質ペレット」、「ヤシ殻」、「ニッケルマッ

ト」、「ロジウム」においても、一部の調査価格で外部データの活用を検討します。 

既に外部データを活用している品目でも、当該品目を巡る外部環境や商流、取

引実態の変化などを踏まえて、現在の活用方法の適切性を検証し、必要に応じて

その見直しを行います。例えば、PPI「医薬品（除動物用）」では、調査価格の一

つとして厚生労働省が公表する薬価基準（保険医療に使用できる医薬品の品目

の価格を厚生労働大臣が定めたもの）を活用していますが、卸売業者から医療機

関や薬局に対する実際の取引価格と薬価の平均乖離率を追加的に用いることで、

より生産者段階に近い価格を推計する方針です22。 

３－３．オンライン調査の推進 

CGPIでは、かつては紙の調査票の郵送による調査が中心でしたが、リモート

ワークの浸透により電子ベースでの回答を希望する企業が増加したことを受け

て、2023 年 5 月価格の調査から「政府統計共同利用システム」を利用したオン

ライン調査を導入しました（図表 16）。現時点では、約 6割の調査先がオンライ

ン調査を利用して調査価格を報告しています。 

 

22 今回の基準改定では PPIの「医薬品（除動物用）」を「一般用医薬品」、「医療用医薬品」、

「体外診断薬」、「ワクチン・血清・保存血液」、「生薬・漢方」に分割することを検討してい

ます。この品目分割を行う場合には、このうち「医療用医薬品」において、より生産者段階

に近い価格を推計する方針です。 
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オンライン調査は、郵送やメールといった手段と比べて、誤配リスクを回避す

るための事務負担が小さいほか、リモートワークでも対応しやすい方法である

ことから利便性も高く、調査先の負担軽減につながっていると考えています。郵

送による調査と比べても速報時点やその 3 か月後の回収率に特段の差はみられ

ておらず、指数精度の面でも問題ない方法といえます。今後も、調査先企業の皆

様からのご意見を踏まえつつ、オンライン調査の利用をさらに推進することで、

調査先企業の負担軽減に取り組んでいく方針です。 

３－４．品質調整におけるヘドニック法の適用拡大・見直し 

物価指数は、同じ品質を持つ製品の価格を継続的に調査するものであるため、

調査対象を新製品に変更する場合には、新旧製品の価格差から品質の違いに起

因する価格差を取り除く「品質調整」を行っています。品質調整の方法にはいく

つか種類があり、製品特性や利用可能な情報に応じて、製品切り替えの都度、最

も適当と思われる方法を選択しています。例えば、コスト評価法では、調査先企

業から新製品の品質向上に要した製造コストを入手し、新旧製品の価格差のう

ち、このコストに相当する部分を「品質差に起因する価格差」、残りの部分を「純

粋な価格差」とみなし、後者のみを指数に反映しています。もっとも、製品の品

質が多様な性能で規定され、かつ複数の性能が同時に変化する場合には、それに

対応する詳細な製造コストを入手することが難しいこともあります。このよう

な場合、「ヘドニック法」による品質調整が有効とされています。この方法では、

製品の特徴と価格の関係を表す回帰式（ヘドニックモデル）を推計することで、

新旧製品の価格差を「品質差に起因する価格差」と「純粋な価格差」に分解し、

後者のみを指数に反映します（図表 17）。ヘドニック法は大量のデータから推計

した統計モデルを利用するため、客観性に優れる一方、推計やデータ整備の負担

が大きく、CGPIでは費用と効果の双方を勘案しながら適用しています。現行の

2020 年基準では、乗用車などの 5 品目を対象にヘドニック法による品質調整を

行っています。 

今回の基準改定では、品質調整の精度向上を企図して、ヘドニック法を適用す

る品目を拡大します23。また、既にヘドニック法を適用している品目についても、

ヘドニックモデルの見直しに取り組みます。まず、ヘドニック法の適用拡大につ

いては、IPIの品目「モス型ロジック集積回路」に含まれるマイクロプロセッサ

（MPU：Micro-Processor Unit）を対象に、ヘドニック法を新たに適用することを

 

23 ヘドニック法の適用拡大や見直しの詳細は以下の日銀レビューをご参照ください。 

藤井健太朗・廣田美日向・山内悠理子・増島綾子・源間康史「企業物価指数におけるヘドニ

ック法を用いた品質調整の適用拡大と見直しについて」、日銀レビュー、2026-J-8、2026年

6月． 
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検討します（図表 18）。MPU は、コンピュータの心臓部である中央処理装置の

機能を 1 枚の半導体チップに集積したものです。コア数や最大クロック周波数

といった多数の変数が製品の性能を表す一方で、スマートフォンなどと同様に

製品の入れ替わりが激しく、旧製品の価格下落スピードが速いため、ヘドニック

法を用いて性能向上と価格変化の関係を正しく計測することが重要になります。

MPU のヘドニック法では、業界全体の価格トレンドを的確に捉える観点から、

CGPIで初めて、時間ダミーヘドニック法を採用し、調査価格の一部に取り入れ

ることを検討します。時間ダミーヘドニック法は、品質調整後の価格変化、つま

り「純粋な価格変動分」をパネルデータ分析における時間固定効果として推計し、

価格指数に直接反映させる手法です。従来から採用しているヘドニック法では、

「品質差に起因する価格差」に注目し、調査対象製品の切り替えの都度、品質の

違いに起因する価格変化率を計算することで品質調整を行っていますが、時間

ダミーヘドニック法はそれとは異なる新しいアプローチです。 

既にヘドニック法を適用している品目についても、近年の製品動向を踏まえ

たヘドニックモデルの見直しを検討します。乗用車では、近年、自動運転技術の

向上が著しいため、自動運転技術に関する先進機能の有無を考慮した新しいヘ

ドニックモデルを推計します（図表 19）。自動運転とは、ドライバーの介入なし

に車両が運転操作を行う機能で、自動化の程度によって、運転支援にとどまる

「レベル 1」から、完全に運転を車両に任せられる「レベル 5」に分類されます。

システムがアクセル・ブレーキ操作による加減速またはハンドル操作による操

舵のいずれかのみをサポートするレベル 1 の機能が従来の主流であり、既存の

ヘドニックモデルではそれらを説明変数として取り込んできました。しかし、近

年は、システムがハンドル・アクセル・ブレーキ操作の複数を同時にサポートし、

特定条件下では手放し運転も可能とするレベル 2 以上の機能が搭載された車種

も普及してきています24。自動運転技術の高度化はカメラやレーダーなど電装部

品の搭載が増えることを通じて乗用車価格に影響するほか、自動運転機能に対

する消費者の理解も深まっており、こうした機能を説明変数としてヘドニック

モデルに取り込むことが必要と考えています。 

また、レンズ交換型カメラ（ミラーレスカメラ、一眼レフカメラ）では、ヘド

ニックモデルの推計方法の見直しを検討しています（図表 20）。スマートフォン

の台頭や新型コロナウイルス感染症の影響によりレンズ交換型カメラの市場は

一時的に縮小したものの、近年はミラーレスカメラの需要増加を主因に拡大傾

向にあり、品質変化を適切に捉える重要性が高まっています。現在のヘドニック

 

24 例えば、高速道路上で先行車に追従して自動で加減速を行うほか、ステアリング操作も

サポートする車線維持機能付きクルーズコントロールや、限定的な条件下でドライバーが

ハンドルから手を離すことができるハンズオフ機能が挙げられます。 
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モデルでは、カメラボディだけの製品と、ボディと交換用レンズのセット販売製

品（レンズキット）を一つのヘドニックモデルで推計していますが、交換用レン

ズの性能差が捉えにくいという問題が生じていました。この問題に対応するた

め、ボディと交換用レンズのヘドニックモデルを別々に推計することを検討し

ています。 

３－５．欠測価格の補完方法の見直し 

CGPIでは、調査対象月において取引がなかった、または、指数計算時点まで

に調査先からの回答が得られなかった調査価格については「欠測価格」とし、正

式な価格が入手できるまでの間、暫定的に補完を行っています（図表 21）。欠測

価格については、一部の品目ではその市況性や季節性などを考慮した補完を行

っていますが、原則としては、前月の価格で補完する「横ばい補完」を行ってい

ます。これは、企業間取引では、価格粘着性が高い品目が多く、価格動向が不明

な中では、前月の価格が真の価格に最も近いと考えてきたためです。 

この点、近年の物価動向を踏まえて、現在採用している欠測価格の補完方法に

ついて点検し、より精度の高い方法が確認できた場合には、現行の 2020年基準

中から導入する予定です。この際、国際通貨基金（IMF）の生産者物価指数に関

するマニュアルにおける欠測価格の取り扱いも参照しつつ、見直し作業を行う

方針です。なお、欠測価格に対しては、事後的に判明する真の価格にできるだけ

近いと考えられる価格を個別に推計することが最も望ましい対応です。もっと

も、毎月の調査時点で相当数の欠測価格が発生するなか、最適な補完方法をそれ

ぞれ検討することは、統計作成者の事務負担を高め、安定的な統計作成を妨げる

リスクにつながります。このため、欠測価格の新しい取り扱いについては、事務

負担を過度に高めないことも意識しながら検討を行う方針です。 

４．指数名称や参考指数の見直し 

４－１．国内企業物価指数（PPI）の日本語名称の変更 

国内企業物価指数の英語名称については、グローバル・スタンダードとの整合

性を確保するために、SPPI の 2010 年基準改定時（2014 年 6 月）に、当時の

“Domestic Corporate Goods Price Index”から現在の“Producer Price Index”に変

更しました（図表 22）25。他方で、日本語名称については、“Producer Price Index”

の日本語訳にあたる「生産者物価指数」という名称が当時において一般的でなか

 

25 詳細は日本銀行調査統計局「企業向けサービス価格指数および国内企業物価指数の英語

名称の変更について」や同「企業向けサービス価格指数・2010 年基準改定の最終案」をご

覧ください。 
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ったことから、英語名称の変更に合わせることなく、現在に至るまで「国内企業

物価指数」という名称を用いています。 

この点、現在では、“Producer Price Index”の日本語訳として「生産者物価指数」

という名称が定着してきています26。加えて、CGPIでは 2010年の基準改定にお

いて、デフレーターとしての機能向上を図るため、PPIの価格調査段階・調査時

点が生産者段階・出荷時点となるように、調査価格の選定基準を原則として統一

しました27。これを受けて、2020年基準では、PPIにおける生産者段階の比率は

95％に達しています。これらを踏まえると、PPIを「生産者物価指数」と呼称で

きると考えています。さらに、「生産者物価」の概念には、CGPI で対象としてい

る企業間取引だけでなく、企業から消費者への取引も含まれますが、わが国では

企業間取引が生産者取引の大部分を占めており、PPIは日本の「生産者物価」を

代表し得るといえます。こうした点を踏まえ、今回の基準改定において、PPIの

日本語名称を「国内企業物価指数」から「生産者物価指数」に変更する方針です。

なお、CGPI の日本語名称「企業物価指数」や PPI、EPI、IPI から構成される基

本分類指数の体系については不変です。 

４－２．参考指数の見直し 

CGPI では、基本分類指数に加え、いくつかの参考指数を公表しています28。

今回の基準改定では、幅広いユーザーニーズへの対応と効率的な統計作成のバ

ランスを考慮して、参考指数の拡充・廃止を予定しています（図表 23）。 

まず、現行基準では乗用車のみを対象に作成・公表している北米向け、除北米

向け指数について、新たな財を対象とした指数の作成・公表を開始し、参考指数

を拡充することで、ユーザーの利便性向上を図る方針です。EPI の地域別指数に

ついては、実質輸出のデータ精度向上につながるほか、企業の価格設定行動など

を分析する際にも有用であることから、拡充を求める声が多数寄せられてきま

した。もっとも、統計作成実務においては、指数精度確保のために必要な調査価

 

26 例えば、総務省「世界の統計 2026」では、PPIの日本語訳として「生産者物価指数」が使

用されています。 

27 このとき、EPIと IPIについては、価格調査段階・調査時点を原則として通関段階におけ

る船積み・荷降ろし時点としました。詳細は日本銀行調査統計局「企業物価指数の 2010 年

基準改定に関する最終案」をご覧ください。 

28 2020 年基準では、「連鎖方式による国内企業物価指数」、「消費税を除く国内企業物価指

数」、「戦前基準指数」、「乗用車（北米向け、除北米向け）」、「投資財指数」の 5つの参考指

数を公表しています。このうち「連鎖方式による国内企業物価指数」と「消費税を除く国内

企業物価指数」については、PPIの日本語名称を「国内企業物価指数」から「生産者物価指

数」に変更する場合、併せて「連鎖方式による生産者物価指数」と「消費税を除く生産者物

価指数」へと名称を変更する方針です。 
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格数を向け先地域別に継続的に得ることが困難であったことから、これまでは

わが国の代表的な輸出品目である乗用車に限定して指数を作成・公表してきま

した29。 

もっとも、近年では米国の関税政策の動向などを受けて、特に米国向けの輸出

価格をより詳細に把握するユーザーのニーズが高まっています。日本銀行とし

ては、こうしたニーズに可能な限り対応していきたいと考えています。具体的に

は、自動車部品・内燃機関や建設用・鉱山用機械といった主要な北米向けの輸出

財について、調査価格の拡充に重点的に取り組むことで、「自動車用内燃機関・

自動車部品（北米向け、除北米向け）」と「建設・鉱山機械（北米向け、除北米

向け）」を参考指数として新設することを検討しています。 

他方、基本分類指数を投資向け用途（建設用材料、資本財）に着目した分類に

組み替えることで作成している「投資財指数」については、強いユーザーニーズ

が確認されない場合、作成・公表を取り止めることを検討しています。本指数は、

作成・公表が取り止めとなった「需要段階別・用途別指数」の参考系列であった

投資財指数の後継系列ですが、「需要段階別・用途別指数」の機能は、サテライ

ト指数として作成・公表している FD-ID 指数の活用によって補完されると考え

ています。 

５．品目分類編成およびウエイト算定 

５－１．品目分類編成 

CGPIの品目分類編成について、今回の基準改定では、ユーザーの利便性向上

を企図して、原則として総務省・経済産業省「経済センサス‐活動調査」や総務

省他「産業連関表」と対応した分類となるよう、品目の改廃を行う方針です30。

2-2節で述べた新規採用品目の候補についても、これらの統計に対応した分類を

編成する予定です（図表 24）。 

また、前回の 2020 年基準改定と同様に、先行きの経済・産業構造の変化に柔

軟に対応し、指数公表の継続性を高めるための品目統合を行います。3-1節で述

 

29 「乗用車（北米向け、除北米向け）」については、2010年基準より公表を開始しています。

詳細は、日本銀行調査統計局「企業物価指数の 2010年基準改定に関する最終案」をご覧く

ださい。 

30 「令和 8 年経済センサス‐活動調査に関する研究会（第 4 回）」における配布資料「製造

業、卸小売業、鉱業の生産物分類への対応について」によると、「令和 8 年経済センサス‐活

動調査」を実施する際の考え方のベースとして「生産物分類の導入：報告者負担等を考慮し

つつ、生産物分類の統合分類又は詳細分類等に整合」が挙げられています。そこで一部の品

目では、総務省「生産物分類」も意識しながら、分割や調査範囲の変更を行う方針です。 
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べたとおり、わが国製造業では国内生産の寡占化が進行しているなか、各品目に

おいて最低限の調査先数・調査価格数を確保できなくなった場合には、個社の動

向を秘匿するために、その品目指数を非公表とせざるを得なくなります31。この

ような統計の連続性を損なうリスクを抑制するために、指数の公表継続が困難

と判断される品目については、可能な限り類似する他品目との統合を図ります。

これによって品目内に含まれる財の対象範囲を拡げることで、代替となる調査

対象を確保できる余地を大きくし、指数の公表継続に取り組む方針です。 

前述のとおり、前回の基準改定における PPI の品目採用基準の目安の引き上

げに続き、今回の基準改定では EPI と IPI で引き上げを行い、取引額が小さく、

採用基準を満たさない品目の統合や廃止を進める方針です。もっとも、新たな採

用基準の目安を上回る品目であっても、継続的な指数公表が難しい品目が存在

します。こうした品目についても、類似する他品目との統合を通じて、指数公表

の継続性を確保します。例えば、取引頻度が低く調査先ごとの価格情報を秘匿す

ることが難しい PPIの「ボイラ」と「タービン」については、「ボイラ・タービ

ン」に統合することで、指数の公表継続に取り組む方針です。なお、このような

品目統合の試みを行っても指数の公表継続が難しいと判断される品目について

は、廃止することも検討します。具体的には、PPIの「液晶パネル」および「フ

ェノール・ビスフェノール A」については、2025 年基準指数の調査期間中に価

格調査が困難となりかねないため、廃止とする方針です。 

これらの検討と、3-1 節で述べた EPI と IPI の品目採用基準の目安の引き上げ

を踏まえた現時点の品目改廃案については、別添の「2025 年基準で検討してい

る新規品目・品目分割・拡充・統合・縮小・廃止・移管」をご覧ください。 

５－２．ウエイト算定 

CGPIでは、「固定基準ラスパイレス指数算式」を採用しており、品目指数を加

重平均して上位分類指数や総平均指数を算出する際には、基準年で固定したウ

エイトを用います。各品目のウエイトは、CGPIが調査対象としている全商品の

取引額の合計に対する各品目の取引額の割合となります。 

このウエイトの算定においては、主として PPIでは総務省・経済産業省「経済

構造実態調査」、EPI および IPIでは財務省「貿易統計」を基礎データとして参照

します。このうち PPIについては、基準改定を早期に実現するため、基準年前年

の「経済構造実態調査」をベースに、他の統計を用いて基準年のウエイト対象取

引額を延長推計したうえで、ウエイトを算定します（図表 25）。 

 

31 CGPI では、個別の調査先企業から聴取する価格情報を秘匿するため、各品目において、

少なくとも「複数先から 3つの価格」を調査することとしています。 
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具体的には、各品目について、「経済構造実態調査」の対応する品目の 2024年

出荷額に、経済産業省「生産動態統計調査」などの該当品目の 2025年出荷額の

前年比を乗ずることで、2025 年の出荷額を延長推計します。そのうえで、2025

年の出荷額の推計値から、2025 年の「貿易統計」の輸出額を控除することで国

内向け出荷額を算定し、これに基づいてウエイトを算定します。なお、前回の

2020 年基準改定では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、「2019 年と

2020 年の平均取引額」を基に算定したウエイトを採用しましたが、今回の基準

改定では、前々回の 2015 年基準改定と同様に、基準年である 2025 年の取引額

に基づいてウエイトを算定します。 

６．おわりに 

本稿では、CGPI の 2025 年基準改定の基本方針と、その背景となる考え方に

ついてお示ししました。これについて、広く皆様からのご意見・ご提案を募集し

ます。その後、皆様からのご意見・ご提案を踏まえた最終案を改めて公表する予

定です。なお、2025 年基準改定結果の公表と新基準指数への移行は、現時点で

は 2027年央を予定しています。 

国内外の経済・産業構造が大きく変化し、グローバルな不確実性が高まる中、

経済を映し出す鏡である物価統計の役割の重要性は、近年、ますます高まってい

ます。日本銀行では、今回の CGPI の基準改定を通じて、経済・産業構造や統計

作成をめぐる環境の変化に対応して見直すべき点がないかを丹念に検証し、指

数精度改善や持続的な指数公表に向けた取り組みを進めるとともに、ユーザー

の皆様の利便性向上に努めていく方針です。 

平素より統計調査にご協力いただいている企業の皆様やユーザーの皆様から、

より良い物価指数の作成に向けたご意見・ご提案を賜りますよう、お願い申し上

げます。 

以  上 
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(別　添）

１．国内企業物価指数

新規
類別 2020年基準品目 2025年基準品目(案、仮称）

非鉄金属 未採用 ⇒ 光ファイバケーブル

分割
類別 2020年基準品目 2025年基準品目(案、仮称）

果実酒

チューハイ

一般用医薬品

医療用医薬品

体外診断薬

ワクチン・血清・保存血液

生薬・漢方

拡充
類別 2020年基準品目 2025年基準品目(案、仮称）

非鉄金属 金地金 ⇒ 金地金・金再生地金・金合金

統合・拡充
類別 2020年基準品目 2025年基準品目(案、仮称）

封筒

日用紙製品

Ｘ線装置・医療用電子応用装置

超音波応用装置

統合
類別 2020年基準品目 2025年基準品目(案、仮称）

繊維製帆布

タオル

家庭用合成洗剤

柔軟仕上げ剤

プラスチック継手

プラスチック雨どい

板ガラス

合わせガラス

強化ガラス

複層ガラス

窯業外装材

気泡コンクリート製品

衛生陶器

陶磁器製食器

機械構造用炭素鋼

構造用合金鋼

アルミニウムサッシ

金属製サッシ・ドア
（除アルミニウムサッシ）

ボンベ

ドラム缶

ボイラ

タービン

うず巻ポンプ

水中ポンプ

鋳造装置

プラスチック加工機械

超硬工具

ダイヤモンド工具

2025年基準で検討している新規品目・品目分割・拡充・統合・縮小・廃止・移管（１）

飲食料品 果実酒・チューハイ ⇒

化学製品 医薬品（除動物用） ⇒

⇒ 家庭用合成洗剤・柔軟仕上げ剤

繊維製品 ⇒ 繊維製帆布・タオル

パルプ・紙・同製品 ⇒ 事務用・学用・日用紙製品

電気機器 ⇒ 電子応用装置

鉄鋼 ⇒ 構造用鋼

金属製品

⇒ 金属製サッシ・ドア

⇒ 高圧容器・ドラム缶

プラスチック製品 ⇒ プラスチック継手・同雨どい

はん用機器

⇒ ボイラ・タービン

⇒ うず巻ポンプ・水中ポンプ

生産用機器

⇒ 鋳造装置・プラスチック加工機械

⇒ 超硬工具・ダイヤモンド工具

化学製品

窯業・土石製品

⇒ 板ガラス・安全ガラス

⇒ 窯業外装材・気泡コンクリート製品

⇒ 陶磁器（除電気用陶磁器）



統合（続き）
類別 2020年基準品目 2025年基準品目(案、仮称）

精密測定器

分析機器

電子機器用抵抗器

電子機器用コンデンサ

充電発電機

始動電動機

電気洗濯機

電気掃除機

看板・標識機

電光表示器

縮小
類別 2020年基準品目 2025年基準品目(案、仮称）

飲食料品 清酒 ⇒ 清酒

廃止
類別 2020年基準品目 －

合成アセトン

フェノール・ビスフェノールＡ

窯業・土石製品 石工品

液晶パネル

変換部品

農林水産物 葉たばこ

移管
2025年基準品目 2020年基準類別 2025年基準類別

砕石 鉱産物 ⇒ 窯業・土石製品

廃止

2025年基準で検討している新規品目・品目分割・拡充・統合・縮小・廃止・移管（２）

電気機器

⇒ 充電発電機・始動電動機

⇒ 電気洗濯機・電気掃除機

その他工業製品 ⇒ 看板・標識機・展示装置

業務用機器 ⇒ 精密測定器・分析機器

電子部品・デバイス ⇒ 電子機器用抵抗器・同コンデンサ

⇒

電子部品・デバイス

化学製品



２．輸出物価指数

新規
類別 2020年基準品目 2025年基準品目(案、仮称）

調味料

清酒

ウイスキー

緑茶

清涼飲料

牛肉

はん用・生産用・業務用機器 真空ポンプ

拡充
類別 2020年基準品目 2025年基準品目(案、仮称）

金属・同製品 金地金 ⇒ 金地金・金再生地金・金合金

電気・電子機器 Ｘ線装置・医療用電子応用装置 ⇒ 電子応用装置

板ガラス ⇒ 板ガラス・安全ガラス

ゴルフ用具 ⇒ 運動用品

統合
類別 2020年基準品目 2025年基準品目(案、仮称）

トルイレンジイソシアネート

ジフェニルメタンジイソシアネート

形鋼

線材

建設用クレーン

建設用トラクタ

充電発電機

始動電動機

電球類

電気照明器具

ゴムベルト

ゴムホース

廃止
類別 2020年基準品目 －

化学製品 フェノール・ビスフェノールＡ

フェロニッケル

磨棒鋼

はん用・生産用・業務用機器 顕微鏡・拡大鏡

その他産品・製品

⇒
トルイレンジイソシアネート・

ジフェニルメタンジイソシアネート
化学製品

2025年基準で検討している新規品目・品目分割・拡充・統合・縮小・廃止・移管（３）

食料
未採用 ⇒

その他産品・製品 ⇒ ゴムベルト・ゴムホース

金属・同製品 ⇒ 形鋼・線材

はん用・生産用・業務用機器 ⇒ 建設用クレーン・建設用トラクタ

⇒ 廃止金属・同製品

電気・電子機器

⇒ 充電発電機・始動電動機

⇒ 電球類・電気照明器具



３．輸入物価指数

新規
類別 2020年基準品目 2025年基準品目(案、仮称）

ニッケルマット

ロジウム

木質ペレット

ヤシ殻

拡充
類別 2020年基準品目 2025年基準品目(案、仮称）

金属・同製品 金地金 ⇒ 金地金・金再生地金・金合金

化学製品 炭酸リチウム ⇒ 炭酸リチウム・水酸化リチウム

統合
類別 2020年基準品目 2025年基準品目(案、仮称）

男子用下着

女子用下着類

パジャマ

ネックウエア

手袋

香水・オーデコロン

仕上用・皮膚用化粧品

録画・再生装置

デジタルカメラ・ビデオカメラ

廃止
類別 2020年基準品目 －

食料 焼ちゅう・混成酒

繊維品 カーテン

シリコマンガン

コバルト地金

木材・木製品・林産物 繊維板

有機ゴム薬品

合成酸味料

塗工印刷用紙

洋傘

⇒ 廃止

金属・同製品

化学製品

その他産品・製品

繊維品

⇒ 下着類

⇒ ネックウェア・手袋

化学製品 ⇒ 仕上用・皮膚用化粧品

電気・電子機器 ⇒ ビデオ機器・デジタルカメラ

2025年基準で検討している新規品目・品目分割・拡充・統合・縮小・廃止・移管（４）

金属・同製品

未採用 ⇒

その他産品・製品


